
 
きらっと☆とよかわっ！ 

                             愛知県 豊川市 
 

（裏面に続きます。） 

令和６年５月１日 

 豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

現在の第６次豊川市総合計画の計画期間が令和７年度で終了することから、引き続き、令和８年度から 

１０年間のまちづくりの指針となる第７次豊川市総合計画を、令和６、７年度の２年間で策定します。 

市民の皆さんの意見等を踏まえて計画策定を進めるため、次の３つの会議への参加者を募集します。 

 

（１）総合計画審議会 

市長が諮問する第７次豊川市総合計画の原案を審議いただく会議です。 

２５人以内で構成する委員について、条例に基づく教育委員、農業委員、公共的団体の役員、学識

経験者等に加え、市民公募の委員を募集します。 

【募集人数】２人 

【開催時期】令和６年７月～令和７年１１月頃 

【回  数】１１回程度（令和６年度３回、令和７年度８回を予定しています。） 

【そ の 他】総合計画審議会委員は、まちづくり市民ヒアリングにも出席していただきます。 

 

（２）まちづくり市民ヒアリング 

第６次豊川市総合計画の施策の状況や今後のまちづくりの方向性について意見をいただく会議で

す。 

公共的団体から推薦された委員等に加え、市民公募の委員を募集します。 

【募集人数】６人 

【開催時期】令和６年１０月～１１月頃 

【回  数】３回 

【グループ】委員を「①しごとづくり」「②ひとの流れづくり」「③結婚・出産・子育ての希望を

かなえ、誰もが活躍できる社会づくり」「④安全で快適に暮らせるまちづくり」のグ

ループに分けて開催します。（各グループ５人程度） 

 

（３）若者ワークショップ 

将来にわたって豊川市のまちづくりを担う若い世代のみなさんに意見をいただく会議を開催しま

す。 

市内在住の高校生世代や大学生世代の参加者を募集します。 

 

第７次豊川市総合計画策定 

市民公募委員、若者ワークショップ参加者を募集します。 



 
 

 
 

 
 

【募集人数】２４人 

【開 催 日】令和６年８月１０日（土）、１７日（土） 

 

募集期間、応募方法等（共通） 

【募集期間】令和６年５月７日（火） ～ ６月７日（金） 

※市役所での受付は、土・日曜日、祝日を除きます。 

※郵送の場合は、６月７日（金）の消印有効です。 

応募方法等の詳細は、別添のチラシ（募集要項）をご確認ください。 

※応募用紙は市役所（本庁舎２階・企画政策課）にあります。市ホームページからダウンロードもで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 
【お問合せ先】 

豊川市役所企画部企画政策課 瀬野、神藤 

ＴＥＬ：0533-89-2126 

E-mail：kikaku@city.toyokawa.lg.jp 



第７次豊川市総合計画策定

　豊川市では、令和８年度から１０年間のま
ちづくりの新たな指針となる『第７次豊川市
総合計画』を、令和６、７年度の２年間で策
定します。

　計画策定にあたっては、
〇総合計画の原案について審議いただく
　「総合計画審議会」
〇これまでのまちづくりの取組状況や今
　後の方向性について意見をいただく
　「まちづくり市民ヒアリング」
を開催します。

　それぞれの取組において、広く市民の皆様
に意見をいただくため、市民公募委員を募
集します。
　まちづくりに興味があり、これからの豊川
市を一緒に考えていただける熱意をお持ち
の方のご応募をお待ちしています。

【募集期間：令和６年５月７日（火） ～ ６月７日（金）】



１　総合計画審議会委員

募集人数 ２人

出席する会議の概要 （１）総合計画審議会

【開催時期】 令和６年７月～令和７年１１月頃

【回　　数】 １１回程度（各回２時間程度）

【場　　所】 豊川市役所

【構　　成】

【報　　酬】 １回につき８，６００円

（２）まちづくり市民ヒアリング

※詳しいことは、「２　まちづくり市民ヒアリング委員」をご覧ください。

２　まちづくり市民ヒアリング委員

募集人数 ６人

出席する会議の概要

【開催時期】 令和６年１０月～１１月頃

【回　　数】 ３回（各回２時間程度）

【場　　所】 豊川市役所

【構　　成】

【報　　酬】

【グループ】

④安全で快適に暮
らせるまちづくり

①しごとづくり

②ひとの流れづくり

　市長が諮問する第７次豊川市総合計画の原案について、審議いただく会
議です。

〇企業立地・産業集積の推進
〇地域資源の活用推進
〇シティセールス・観光の振興を核とした移住・交流等
人口の拡大の推進

③結婚・出産・子育ての
希望をかなえ、誰もが
活躍できる社会づくり

　まちづくりの「今」と「未来」について、意見をいただく会議です。

本募集による委員のほか、市内の公共的団体から推薦さ
れた委員などによる２０人以内で構成します。

　まちづくりの「今」と「未来」について、意見をいただく会議です。

本募集による委員のほか、教育委員会委員、農業委員会
委員、公共的団体の役員、学識経験者などによる２５人
以内で構成します。

具体的な内容

〇創業・起業・販路開拓支援、新たなビジネスモデル
構築などへの支援
〇就労促進、人材育成支援
〇農業・商業の活性化と経営・生産性向上の支援

報酬はありませんが、図書カード（１回の参加につき
1,000円分）を差し上げます。

分野

〇安心して出産し、子どもが健やかに育つための支援
〇保育サービス・子育て支援サービスの充実と子育て
にやさしいまちづくり
〇共生のまちづくりの推進

〇拠点間の連携・拠点周辺への都市機能集約と居住
の促進
〇地域の安全・安心・高付加価値化の推進
〇地域マネジメントと民間活力の導入

委員を次の①～④のグループに分けて開催します。（各
グループ５人程度）



＜参考となるホームページURL＞ 

３　応募資格　

４　応募方法　 

※市役所での受付は、土・日曜日、祝日を除きます。

※郵送の場合は、６月７日（金）の消印有効です。

５　応募結果

６　応募・問い合わせ先

〒４４２―８６０１

豊川市諏訪１丁目１番地

豊川市役所企画政策課「総合計画市民公募委員募集」係

ＴＥＬ：0533-89-2126　ＦＡＸ：0533-89-2125

E-mail：kikaku@city.toyokawa.lg.jp

７　その他

ていただきます。

　「総合計画審議会」と「まちづくり市民ヒアリング」は、公開にて開催し、会議の主な内容、委員の氏

名、写真等を、市ホームページや令和７年度末頃に作成する第７次豊川市総合計画の冊子等に掲載し

ます。

　市内に在住する１８歳以上（令和６年４月１日現在）で、平日の昼間に開催する会議に出席できる方

小論文（４００字以内）を記入のうえ、市役所（本庁舎２階・企画政策課）へ持参いただくか、郵送してく

※応募用紙は市役所（本庁舎２階・企画政策課）にあります。市ホームページからダウンロードもできます。 

※①～④の分野は、現在の第２期豊川市まち・ひと・しご
と創生総合戦略における基本目標の分類です。

※応募用紙で選択いただく「関心がある分野」を参考に、
グループを割り当てさせていただきます。（ご希望に添え
ない場合がありますのでご了承ください。）

　応募用紙（別紙様式）に、必要事項と「これからの豊川市のまちづくりに必要なこと」をテーマとする

ださい。

※総合計画審議会委員に選任できなかった方については、まちづくり市民ヒアリング委員の候補とさせ

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shis
ei/gyoseiunei/matihitosigoto/matihit
osigoto.html

　応募内容を審査の上、委員を選考します。結果は、６月中に郵送でお知らせします。



提出日：令和６年　　月　　日

□ □

□ □

※横書きでご記入ください。

連絡先

□ その他（　　　　　　　　　　　）

職　業

※□に「レ」点
を記入するなど
して選択

※平日の日中に連絡
可能なもの

応募する委員

応募する委員について、以下のいずれかの□に「レ」点を記入するなどして選択してください。

(令和６年４月１日現在　　　　歳)

安全で快適に暮らせるまちづくり

□　「総合計画審議会」委員

総合計画審議会委員・まちづくり市民ヒアリング委員　共通応募用紙

ふりがな

ひとの流れづくりしごとづくり

結婚・出産・子育ての希望をかな
え、誰もが活躍できる社会づくり

□ 会社員　□ 自営業　□ 学生

小論文テーマ
「これからの豊川市のまちづくりに必要なこと」

※小論文は、この様式以外で書いていただいても結構です。（手書き、パソコンのいずれも可）

〒　　　－

豊川市

※□に「レ」点を記
入するなどして選択
（２分野まで）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

電話番号

住　　所 生年月日

関心がある分野

　　　　　年　　　月　　　日生

□　「まちづくり市民ヒアリング」委員

携帯番号

性　別

※「総合計画審議会」委員に選任できなかった方については、「まちづくり市民ヒアリング」委員の候補
とさせていただきます。

別紙様式

氏　　名



第７次豊川市総合計画策定

　豊川市では、令和８年度から１０年間のまちづくりの新たな指針とな
る『第７次豊川市総合計画』を、令和６、７年度の２年間でつくります。
　この計画づくりにおいて、高校生や大学生など、将来にわたって豊川
市のまちづくりを担う若い世代のみなさんに意見をいただく「若者ワー
クショップ」の参加者を募集します。
　まちづくりに興味があり、これからの豊川市を一緒に考えていただけ
る熱意をお持ちの方のご応募をお待ちしています。

【募集期間：令和６年５月７日（火） ～ ６月７日（金）】



提出日：令和６年　　月　　日

２４人

〒　　　－　　　

豊川市

　以下の日程で、２回開催します。 電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

令和６年８月１０日（土） 参加者の氏名、写真等が、市のホームページ等に掲載されることに同意します。

午後１時～（４時間程度） 豊川市役所

令和６年８月１７日（土） 本庁舎３階 本３１会議室

午後１時～（４時間程度）

次の質問について、自分の考えを自由に書いてください。

① どのようなときに、豊川市は住みやすい（住みにくい）と感じますか？

●　住みやすいと感じる点

※郵送の場合は、６月７日（金）の消印有効です。 ●　住みにくいと感じる点

② あなたは、１０年後も豊川市に住んでいると思いますか？また、それはなぜだと思いますか？

例１）豊川市は○○だから、このまま住んでいると思う。 例２）豊川市は△△だから、引っ越していると思う。

※応募が定員を超えた場合には、抽選とさせていただく場合があります。

〒４４２―８６０１

豊川市諏訪１丁目１番地

豊川市役所企画政策課「総合計画若者ワークショップ参加者募集」係

ＴＥＬ：0533-89-2126　ＦＡＸ：0533-89-2125 ③　１０年後の豊川市は、どのようなまちになっていて欲しいですか？　

E-mail：kikaku@city.toyokawa.lg.jp 例）○○○があって、・・・・・・○○○なまちになっていてほしい。

（１） 参加者には、図書カード（１回の参加につき1,000円分）を差し上げます。

（２）

（３） 未成年の方が応募する場合は、保護者の方の同意を得たうえで、応募してください。 ご応募ありがとうございます！

（続き柄：　　　　　　　　）
保護者氏名：
（自署）

保護者の同意

□ 会社員　□ 自営業　□ 学生職　業

携帯番号

□ その他（　　　　　　　　）
※□に「レ」点
を記入するなど
して選択

(令和６年４月１日現在　　　　歳)

　　　　　年　　　月　　　日生
生年月日住　　所

性　別
氏　　名
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　６月中に郵送でお知らせします。（応募が定員を超える場合は、ご参加いただけない場合があります。）

※平日の日中に連絡
可能なもの

連絡先

第１回

第２回

※応募者が未成年の
場合に記入

会議の主な内容、参加者の氏名、写真等を、市のホームページや令和７年度末頃に作成する

第７次豊川市総合計画の冊子等にも掲載します。

日時

ふりがな

第７次豊川市総合計画策定 若者ワークショップ応募用紙

別紙様式

※応募用紙は市役所（本庁舎２階・企画政策課）にあります。市ホームページからダウンロードもできます。 

会場

※市役所での受付は、土・日曜日、祝日を除きます。

　市内に在住する１５歳から２７歳まで（令和６年４月１日現在）で、開催するワークショップのすべ

ての日程に出席できる方

　応募用紙（別紙様式）に必要事項を記入のうえ、市役所（本庁舎２階・企画政策課）へ持参いただ

くか、郵送してください。

１ 募集人数

２ 応募資格

３ ワークショップ開催日時

４ 応募方法

５ 応募結果

７ その他

６ 応募・問い合わせ先
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	審議会委員・市民ヒアリング委員募集要項
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